
  

  

  

  

一覧表
けんこ り じょう やく

子どもの権利条約

1989年11月20日に国連総会で採
さい
択
たく
された「子どもの権利条約」は全部で54条ありますが、

43条から54条は特に、国・国際機関・その他の組織や団体に対する約束ごとです。
そのため、この一

いち
覧
らん
表
ひょう
には、特に子どもたちに知ってほしい

42条までの条文を掲
けい
載
さい
しています。

特設サイトにも
アクセス
してみよう!

子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

では、
18歳

さい

未
み

満
まん

のすべての人を
“子ども”とします。

第1条

生きる権
けん

利
り

・育つ権利、
命を大切にされる権利が
あります。

第6条

さまざまな方法で情
じょう

報
ほう

や
考えを得て、自由に伝え

たり表
ひょう

現
げん

したりする権
けん

利
り

があります。

第13条 自分の考えや宗
しゅう

教
きょう

などを
自分で決める権

けん

利
り

があり
ます。

第14条 市民として社会に参加する
ために、グループを作り、
集まる権

けん

利
り

があります。

第15条自分に関わるすべてのこと
について意見を聴かれ、そ

の意
い

思
し

を大切にされる権
けん

利
り

があります。

第12条

他国に住む親や家族と連
れん

絡
らく

をとり、会える権
けん

利
り

が
あります。

第10条虐
ぎゃく

待
たい

など子どもへの害
がい

が
ない限

かぎ

り、親と離
はな

されない
権
けん

利
り

があります。

第9条名前・国
こく

籍
せき

、身元がわか
るものなど、自分のアイ

デンティティがうばわれないように、国か
ら守られる権

けん

利
り

があります。

第8条生まれた時から、名前や国
こく

籍
せき

を持ち、できるかぎり親
を知り、親に育てられる権

けん

利
り

があります。

第7条

法に反して他国に連れて
行かれず、また自分の国

に戻
もど

れる権
けん

利
り

があります。

第11条

プライバシーが守られ、名
めい

誉
よ

や信
しん

用
よう

を傷
きず

つけられな
い権
けん

利
り

があります。

第16条 さまざまな情
じょう

報
ほう

にアクセ
スでき、有

ゆう

害
がい

な情報から
は守られ、情報を有

ゆう

効
こう

に活用する権
けん

利
り

があ
ります。

第17条 子どもは、まず親・保
ほ

護
ご

者
しゃ

に育てられる権利があ
ります。そのために、子どもを育てる責

せき

任
にん

がある親・保
護者を国がサ
ポートします。

第18条 子どもの身体や心を傷
きず

つ
けるあらゆる暴

ぼうりょく

力・言
こ と ば

葉
から守られる権

けんり

利があります。

第19条 子どもは、家
か

庭
てい

的
てき

な環
かん

境
きょう

で
育つ権

けん

利
り

があります。
それができない場合は、里

さと

親
おや

家
か

庭
てい

や養
よう

子
し

縁
えん

組
ぐみ

、児
じ

童
どう

養
よう

護
ご

施
し

設
せつ

で暮
く

らすなど、別の家庭
的環境を得る権

けん

利
り

があります。

第20条

養
よう

子
し

縁
えん

組
ぐみ

をする場合、そ
の子にとって最もよいと

確
かく

認
にん

された新しい環
かん

境
きょう

で育てられる権
けん

利
り

が
あります。

第21条 難
なん

民
みん

となって逃
のが

れている場
合、特別な保

ほ

護
ご

やサポート
を受ける権

けん

利
り

があります。

第22条 身体や心の障
しょう

害
がい

にかかわら
ず、社会に参加し、教育や

医
い

療
りょう

サービス、仕事などの機会を得
え

る権
けん

利
り

があります。

第23条 いつでも健康でいるため
に保

ほ

健
けん

・医
い

療
りょう

サービスを
受けることや、子どもの健康を害するよう
な習
しゅう

慣
かん

をなくしてもらう権
けん

利
り

があります。

第24条 施
し

設
せつ

に暮
く

らしている場合、
そこでの子どもの扱

あつか

いが良
いものかどうか、定期的に調べてもらう権

けん

利
り

があります。

第25条

子どもの生活を支
ささ

えてい
くために、社

しゃ

会
かい

保
ほ

障
しょう

など
のサポートを利用する権

けん

利
り

があります。

第26条 身体や心を成長させていけ
るよう、十分な水

すい

準
じゅん

の生活
を送る権

けん

利
り

があります。

第27条

身体や心にとって危
き

険
けん

な
仕事や、学校に通えなく

なるなど教育がさまたげられるような仕事
から保

ほ

護
ご

され
る権

けん

利
り

があり
ます。

第32条

おとなだけでなく子ども
も、「子どもの権

けん

利
り

条
じょう

約
やく

」
を知る権利があります。

第42条

すべての子どもは、平等に
かつ無

む

償
しょう

で教育にアクセス
できる権

けん

利
り

があります。学校の規
き

律
りつ

は、子
どもたちの尊

そん

厳
げん

が守られるもの
でなければなり
ません。

第28条

麻
ま

薬
やく

など違
い

法
ほう

な薬物の使用
から守られ、その生産や取

り引きに巻き込まれない権
けん

利
り

があります。

第33条

子どもは平和に生きる権
けん

利
り

があります。紛
ふん

争
そう

・戦
せん

争
そう

でたたかうことを強いられず、紛争・戦
争に巻き込ま
れた場合には、
保
ほ

護
ご

される権
けん

利
り

があります。

第38条ごうもんや死
し

刑
けい

など、身
体や心を傷

きず

つける非
ひ

人
じん

道
どう

的
てき

な扱
あつか

いを受けず、不当に自由をうばわれ
ない権

けん

利
り

があ
ります。

第37条

教育によって、自分の身体
と心を成長させる権

けん

利
り

があ
ります。教育の目的には、人

じん

権
けん

、母
ぼ

国
こく

や生
まれ育った社会の価

か

値
ち

観
かん

や言語、平和、友
好の精

せい

神
しん

、自
し

然
ぜん

環
かん

境
きょう

を尊
そん

重
ちょう

する
ことなどが含

ふく

ま
れます。

第29条

不
ふほう

法な性
せいこうい

行為をさせられる
ことや、性

せいてき

的な写真や動画
を撮

と

られることなど、あらゆる性
せいぼうりょく

暴力から
守られる権

け ん り

利
があります。

第34条

あらゆる暴
ぼう

力
りょく

の犠
ぎ

牲
せい

・対
たい

象
しょう

となった子どもは、身
からだ

体
と心を回

かい

復
ふく

させ、社会に復
ふっ

帰
き

し、尊
そん

厳
げん

を取
と

り戻
もど

すための支
し

援
えん

を受ける権
けん

利
り

があります。

第39条

少数民族や先住民族である
場合、自分たちの文化を守

り、宗
しゅう

教
きょう

を信じ、言葉を使う権
けん

利
り

があります。

第30条

ゆうかいされず、売り買い
されない権

けん

利
り

があります。
第35条

法に反する行
こう

為
い

を行った
子どもは、社会に復

ふっ

帰
き

で
きるよう、人間の尊

そん

厳
げん

についての意
い

識
しき

が高
まる形で対

たい

応
おう

される権
けん

利
り

が
あります。

第40条

子どもには、休む権
けん

利
り

、
自由な時間を持つ権利、

遊ぶ権利があり、文化的・芸
げい

術
じゅつ

的
てき

な活動
に十分に参加
する権利があ
ります。

第31条

誰
だれ

からも幸せをうばわれ
ず、子どもの成長に害

がい

を与
あた

える、あらゆる搾
さく

取
しゅ

や不当な扱
あつか

いから守ら
れる権

けん

利
り

があ
ります。

第36条

「子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」よ
りもっと良い法

ほう

律
りつ

や決ま
りがあれば、それを使う権

けん

利
り

があります。

第41条

人
じん

種
しゅ

・皮
ひ

膚
ふ

の色
いろ

・性
せい

別
べつ

・
言
げん

語
ご

・宗
しゅう

教
きょう

・障
しょう

害
がい

・貧
ひん

富
ぷ

の差
さ

・考
かんが

え方
かた

・生
う

まれた環
かん

境
きょう

や場
ば

所
しょ

などに
よって差

さ

別
べつ

さ
れない権

けん

利
り

が
あります。

第2条 国やおとなから、その子ど
もにとって最も良いことを

優
ゆう

先
せん

して考えてもらう権
けん

利
り

があります。

第3条 子どもは国に子どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

を守ってもらう権
利があり、国は子どもの権利を保

ほ

障
しょう

する義
ぎ

務
む

があります。

第4条 子どもの権
けん

利
り

を行使でき
るように、親などから心

身の発達にあった適
てき

切
せつ

な支
し

援
えん

を受ける権利
があります。

第5条


